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平成１８年 ２月 ７日

各所属長 殿

岐阜県警察本部長

警備業法施行細則の制定について（通知）

警備業法及び警備業法施行規則の適正な運用を図るため、別添のとおり「警

備業法施行細則 （平成１８年岐阜県公安委員会規則第１号）が制定されたの」

で通知する。

各所属長にあっては、適正な運用に配意されたい。

【別添省略】


